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貸付金利率の引き下げ
財団の貸付事業がさらに利用しやすくなりました！
　平成27年４月１日より、すべての貸付金の貸付利率を以下のように引き
下げました。新たに貸付をお申し込みの際には、新利率の借用証書を使用
してください。(厚生財団ホームページや団員マイページから取得できます)

返済月額の確認をお願いします
　現在返済中の借受金残高にも新利率が適用されるため、返済月額は４月
から変更しています。（返済方法・回数は変わりません）
　とくに臨時で内入返済や例月追加控除をしていると月額が大きく変化す
る場合がありますので、「払込金・残高明細書」にて確認をお願いします。
現職団員は団員マイページからも確認できます。
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財団貸付金の便利ポイント
① いつでも申込、すぐに入金
書類が届いた日に審査をし、翌日に口座へ送金していま
す。（書類の受付時間によっては、遅れる場合もあります）

② 手 続 き が 簡 単
所得証明書や本人確認資料の提出が不要です。
また、郵送でも受付ができるため、わざわざ足を運ぶ
必要がありません。

③ いつでも臨時の返済が可能
まとまった資金ができたときに、一部または全額の臨
時返済がいつでもできます。

財団の貸付事業が
便利です！

必　要　書　類
　〇 一般資金貸付借受申込書または住宅・宅地資金貸付借受申込書
　〇 各資金借用証書
　〇 添付書類

申し込みの前にもう一度確認を！

急に資
金が

必要に
なった

…

車の購
入、修

理を

考えて
いる…

子ども
の学費

が必要
…

そんな
ときは
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　去る２月13日に｢平成26年度第３回理事会｣が開催され、平成27年度の事業計画および収支予
算が、慎重審議の結果、議決されましたのでお知らせいたします。

　世界経済では依然として不安定な状況が続くなか、そうした状況に対応するために「安定した財務基盤構
築のための堅実な資産運用」、「利用しやすい貸付事業の実施」、「未入団者の入団促進に向けた取組の一層の
充実」、また目に見える形で動き出す「社屋新築計画の着実な実施」の４点を今年度の課題とし、財務基盤
の盤石化と組織の強化に向けた取組を続けてまいります。

１．具体的な施策 ２．中・長期的な展望

◆◆◆ 平成27年度予算  収支グラフ◆◆◆

普通厚生費贈与
4,250万円（0.7%）

特別厚生費贈与
1億2,170万円（1.9%）

教育文化活動･事業振興費･
諸費等 9,700万円（1.5%）

管理費
2億5,567万円（4.0%）

普

特

教
諸

管

貸付金返済元金
19億1,550万円（29.8%）

厚生資金積立金
26億2,000万円（40.7%）

預金利息･債券等利金
4億1,975万円（6.5%）

保険事務取扱手数料
3,700万円（0.6%）

貸付金返済利子
1億3,145万円（2.0%）

新規貸付金
17億1,100万円（26.6%）

厚生資金積立金払戻金
24億5,000万円（38.1%）

収入総額 64億2,805万円
支出総額 64億2,087万円
収支差額 718万円

定期預金・債券等償還金
13億400万円（20.3%）

定期預金・債券等購入資金
16億9,300万円（26.3%）

予備費 5,000万円（0.8％）
収支差額　718万円（0.1%）

平成27年度　事業計画と収支予算

雑収入等　35万円（0.005%）
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平成27年度改定

特別厚生費 香げ料 添付書類の変更について
死亡者との関係が分かる戸籍謄本・会葬挨拶状のいずれかで

請求ができるようになりました。

　各手続きに証明書を添付していただく際、特別厚生費の香げ料は死亡者との関係が分か
る戸籍謄本と会葬挨拶状の二つの証明書が必要でした。
　しかしながら、団員の皆様から書類を揃える煩わしさをご指摘いただくようになり、厚
生財団でも手続きの簡素化を検討して平成27年２月13日の理事会で規程を改定しました。
　改定した内容は、香げ料を請求するうえで添付書類がいずれか片方で済むよう、諸規程
「（別表）Ⅵ申込・届出・請求等に係る添付書類一覧表（37ページ）」を修正し、二つの書
類の繋がり部分がこれまでの“及び”から“又は”に変更されています。
　また併せて、請求用紙は“いずれか１通”を追記して新しくしました。

　【請求に係る添付書類】
請求書 添付書類

香げ料請求書 死亡者との関係が分かる戸籍謄本又は会葬挨拶状を
添付

会葬挨拶状の替わりに除籍謄本または死亡診断書でも可

社屋新築工事が始まります！

仮事務所の場所や引越期日など、詳細は次回広報紙でお知らせします。

又は
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INFORMATION

４月は「払込金・残高明細書」の送付月です

普通厚生費（0.12％相当）を年度末に積立金へ
繰り入れました

　繰入額は、４月分の「払込金・残高明細書」をご確
認ください。

　平成27年度の普通厚生費贈与率は、0.12％に据え
置きました。

…………………………………………………………
…………………………

　 　送付月以外で厚生資金積立金や貸付金の残高を確
認されたい現職団員は、団員マイ

ページより毎月ご覧いただけます。（ハガキ形式
での送付は団員マイページにて設定

できます）

ご入学おめでとうございます～就学祝金の請求～
小学校入学のお子様がいる皆様へ、就学祝金が贈与されます
就学祝金　２万円　　４月１日付で請求事由が発生してから期限は３年間です
提出書類　①就学祝金請求書
　　　　　②添付書類〔学齢児童就学通知書（写し）又は児童の健康保険証（写し）〕※請求書は厚生財団ホームページの書式集からダウンロードしてご利用ください。　就学祝金をはじめとする特別厚生費は、年度初めに請求が集中するため送金事務が遅れることがあります。ご不便をおかけいたしますが予めご了承願います。

継続団員連絡会の開催

　今年度は右記のとおり開催し
ます。
　継続団員の皆様の多数のご参
加をお待ちしております。

　ご案内は７月頃の予定です。

地　　区 開催日 会　　　場
上越地区  9月 2日（水）ホテルハイマート
中越地区  9月10日（木）ホテルニューオータニ長岡
下越地区  9月17日（木）ANAクラウンプラザホテル新潟
佐渡地区 10月 2日（金）八幡館

継続団員「退団のきまり」 特例期
間の終了

「80歳以上の方の特例期間（
※）」が平成27年３月31日で終了し

ました

　（※） 平成26年４月１日時点で、
それ以前に80歳以上になられて

いた継続団員が退団

慰労金を請求できた１年間の特例
措置です。

　　　今後も引き続き継続団員と
して在団できます。
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■各種払込金の照会をするには団員マイページ！
新潟県教職員厚生財団新潟県教職員厚生財団員厚生財団員厚生財団 検索検索 団員マイページにログイン後“払込残高明細書”をクリック

パスワードをお忘れの場合は厚生財団までご連絡ください。

払込金・残高明細書に誤りがあったら
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飛鳥時代の越後・佐渡の人口は７万人

　現在新潟県において、少子化や人口減への対応

は喫緊の課題である。歴史的に見ると、新潟県の

人口はどのように変化してきたのだろうか。

　飛鳥時代の西暦700年ころ、現在の新潟県にあ

たる越後・佐渡の人口は、ほぼ７万人と推定され

ている。これは、全国的に見ると概ね47都道府

県中30位前後に位置する。もちろん、この時の

人口１位は政治の中心地である大和国、現在の奈

良県である。大和国は当時の農業先進地でもあっ

た。

江戸時代は越後・佐渡の人口急増期

　関ヶ原の戦いが起きた慶長５（1600）年、越

後・佐渡の人口は42万人で全国第８位に上昇し

ている。さらに徳川吉宗の享保の改革が行われて

いた享保６（1721）年には、123万人となり第５

位に躍進する。江戸時代前期は全国的に人口が増

加した時期である。この理由は、新田開発が進

み、それまで土豪のような大きな百姓の下に隷属

していた人々が自分の水田を開発して独立し、家

族を作り人口を増やしていったからだといわれる。

特に越後・佐渡の全国順位が上昇しているのは、

他の地域よりも新田開発が急激に進み、小百姓自

立により人口増加が進んだからだと考えられる。

さらに、新田開発のための信濃国からの移入者や

佐渡鉱山のための移入者も人口増に拍車をかけた。

　江戸時代の中後期になると、全国的には人口の

停滞期に入るが、越後・佐渡では人口増加はさら

に進む。これは、全国の新田開発が一段落したの

に対して、越後の低湿地を中心に依然として新田

開発が進み、農業生産力が高まったことによる。

さらに、越後には、嬰児を殺す間引きの風習がな

かったことも理由として挙げられる。

明治初期の新潟県の人口は東京都よりも多かった

　徴兵令が実施され地租改正が行われた明治６

（1873）年、新潟県の人口は144万人で、ついに

全国１位となる。２位は兵庫県、３位は愛知県、

４位は広島県、東京都は５位で、大阪府は８位に

過ぎない。新潟県１位の理由は、江戸時代から越

後佐渡の農民が営々と高めてきた農業生産力の成

果である。

　この期を境に、全国に占める新潟県の人口の割

合は低下し始める。大正９（1920）年には、新潟

県の人口そのものは177万人と増えるものの、全

国順位は７位と下がっている。この傾向はその後

も続く。これは日本の産業構造が太平洋側を中心

に農業から工業に転換して生産力を高めたのに対

し、新潟県は東京をコアとした関東の工業労働力

の供給地となっていったからである。

現代新潟県の人口割合は飛鳥時代とほぼ同じ

　平成26（2014）年の新潟県の人口は、231万人

で全国15位、日本の人口の1.8パーセントに低下

する。明治初期に１位で、4.3パーセントを占め

るまでになっていた新潟県は、今、飛鳥時代の

1.3パーセントとさして変わらない状況に戻った

とも言える。

　その時代が要請する生産力を上げることができ

た地域の人口は増える。それゆえ、人口の量的問

題を問うのは重要であろう。しかし教育は、人口

の質的問題を問うのが役割である。人口の量と

質、私たちは今、大きな問題に直面している。

新
潟
県
歴
史

シ
リ
ー
ズ

0
0.5
1
1.5
2
2.5
3
3.5
4
4.5
5

0

50

100

150

200

250

300

700年 1600年 1721年 1873年 1985年 2014年

新潟県の人口

新潟県の人口と全国に占める割合

％

万
人

全国に占める割合

　＊八幡和郎『遷都』（中公新書）から作成
参考文献　 『新潟県史』近代編　新潟県
　　　　　八幡和郎『遷都』中公新書
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